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０章　研究の概要

0-1　研究の背景と目的

　我が国の城下町都市では、既往研究 1),2),3),4),5),6) で示され

ているように、周辺の山々に対する見通しや、見え隠れの

風景を各地で多様に観察することができる。これらの研究

において、街路上から確認される現象に関して詳細に検証

が行われているが、藩政期に構築された堀割や水路、治水

された河川など、伝統的な水系上において確認される現象

に関しては、詳細な検証が行われていない。

　このような風景は、伝統的な水系計画と密接に結びつき、

自然景観の演出や山岳信仰の表現としてデザインされたと

考えられるが、計画意図は証明されていない。(1) また、水

系の計画は、町割りや地形など、複合的な条件との関係で

行われたと考えられ、周辺の山々に対する風景は、その内

の一条件として意図的に計画に取り込まれた、もしくは、

他の条件に適合した結果として、水路上から周辺の山々へ

の風景が形成された、など、様々な形成要因が考えられる。

　本研究は、水系計画上の一条件として周辺の山々に応答

して水路が形成された、という仮説に基づいており、町割

りや地形など、他の複合的な条件との関係を検証すること

に先立ち、まず、水系上に確認される山当て景観や借景な

ど周辺自然環境に応答した景観構成と、伝統的な水系構造

との関係実態を客観的に解析する。こうした景観が顕著に

確認される山形県鶴岡市を対象として、城下域の伝統的水

系構造を解明し、景観構成との関係を明らかにすることを

目的とする。

0-2　研究対象地概要

　鶴岡城下町は中世に武藤氏により築城された大宝寺城を

中心として成立し、江戸時代初期の最上氏入封以降に城の

改修、城下町の町割りが行われた。同時期に、城下東を流

れていた赤川の付け替え工事を行い、昔の流路を城下の外

堀として整備した。

　1610年以降、赤川の水量を減らすために、南部の熊出か

ら城下西に青龍寺川が築かれ、大道堰や澤田堰がこの青龍

寺川から引かれた。また、飲用・防火用に数多くの井戸が

掘られ、大火が起こるたびに増設された。15)

0-3　研究の方法と枠組み（図0-1）

　本研究は以下の手順で行う。第一に、城下絵図や明治地

籍絵図、現代の地番図などの地図資料の比較を基にArcGIS

（ESRI社製のArcGIS for Desktop）を用いて藩政期における

城下域の流路を復元する。第二に、微地形の分析や地図資

料を用いて流水方向を特定し、地区ごとに記述する。第三

に、各地区の記述に基づき、城下域全体の取排水系統を把

握する。また、各系統が配水する地域における土地利用の

特徴を考察する。第四に、城下域全体の水系における特徴

的な実態を把握する。第五に、水系上に確認される山当て

景観と借景の分布実態を把握し、取排水系統の違いによる

分布の差異や、山当て景観や借景の見られる地点の位置的

特徴を分析する。
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0-4　研究の位置付け

　近世城下町の水系構造に関する研究は、これまでも様々

な形で為されている。阿部ら 7) や水野ら 8),9) により、文献

史料調査に基づいた水系構造の復元方法が示されており、

加藤 10) により特にクリーク地帯における水秩序の形成原

理についての研究が行われている。水系構造と建築空間の

関係性については丸茂ら 11) や鈴木ら 12) により研究が行わ

れている。

　また、これまで近世城下町において確認される山当て景

観の実態について検証が行われてきた。1),2),3),4),5),6) 特に、

佐藤ら 1) や菅野ら 6) により、鶴岡や村上における街路上の

山当て景観を対象とした分析をGISを用いて詳細に行われ

ている。また、佐藤 3) は、近世城下町の堀や堰からの山当

て景観が現象として確認されることを言及している。この

ように、街路上の山当てに関しては詳細な調査が行われて

いる一方で、水系上の山当て景観に関しては、現象として

確認される景観について記述しているのみである。

　これらに対し、本研究は、地図資料を用いた水系の復元

により、城下域全体での伝統的水系構造を解明した上で、

山当て景観や借景など景観構成との関係を分析する。

１章　藩政期における城下域の流路の復元

　本章では、第一に、藩政期における城下域の流路を復元

するために最も適した城下絵図を復元基盤絵図として選定

した。第二に、他の城下絵図や明治地籍絵図などの古地図

や現代の地番図との比較により、復元基盤絵図が描かれた

時代に存在した水路をArcGIS上に復元する方法を確立す

る。この復元作業では、流路の正確な位置を特定するため

に昭和57年に航空測量によって作図された昭和57年航空

測量により作成された1/500の精度を有する「鶴岡市下公

共水道台帳（dxf 形式、作成者：鶴岡市上下水道部下水道課）」

（以下、「下水道台帳」）をベースマップとして行った。

1-1　復元基盤絵図の選定

　本章では、①城下絵図、②羽前国西田川郡明治地籍絵図

（鶴岡市役所蔵）、③現代の地番図の３種の地図資料に基づ

いて藩政期の流路の復元を行った。①城下絵図は、全部で

６点が確認されており、明和７(1770)年 (2)、文政７(1824)

年 (3)、文政12(1829)年 (4) 天保12(1841)年 (5)、嘉永５(1852)

年 (6)、安政年間(1854-60)年 (7)(8) に描かれたものがある。

②『羽前国西田川郡明治地籍絵図』（以下、地籍絵図）は、

地租改正に伴い明治13,15,16年に小字ごとに作成された地

籍の記された絵図である。③現代の地番図（以下、地番図）

は、地籍絵図を基に現代の地番の筆を描いたもので、2013

年に作成されている。これらの中で、明和７(1770)年に描

かれた『羽州庄内鶴岡城下絵図』（図1-1）を復元基盤絵

図として選定した。この城下絵図は以下の理由から当時の

城下域の流路を復元する基盤絵図として最も適切であると

考えられる。第一に、水路が詳細に描かれている城下絵図

の中で、最も年代が古く、藩政初期の流路を復元すること

が可能である。第二に、橋を表すと考えられる記号黒丸 (9)

表 1-1　復元する水路の類型 図 1-2　復元方法のフロー
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が描かれており、これを基に絵図に省略された街路を横断

する水路の存在を推測することが可能である。

1-2　復元方法（図1-2、表1-1、図1-3）

　地表を流れる水路の復元に際して、⑴1770年時点で確

実に水路が存在していたか否か、と⑵下水道台帳上で水路

の正確な位置を追うことが可能か否かの二つの指標によっ

て復元の精度を以下の通りに18種類に分類する。まず、

1770年時点で確実に水路が存在していたか否かについて

は、復元基盤絵図として選定した1770年の城下絵図を指

標として以下のように３段階に分類した。第一に、1770年

の城下絵図に描かれている水路は確実に存在したものと捉

えた。第二に、1770年の城下絵図に水路は描かれていない

が記号黒丸が描かれており、1770年の城下絵図以外の復元

に用いた地図に水路の存在が確認されるものは存在した可

能性が高いものと捉えた。第三に、1770年の城下絵図に水

路も記号黒丸も描かれていないが、1770年の城下絵図以外

の復元に用いた地図には水路が存在し、全体の水流を考慮

した際に接続していないと整合性が取れないと考えられる

ものは存在した可能性があると捉えた。

　次に、下水道台帳上で水路の正確な位置を追うことが可

能か否かについては、1770年の城下絵図以外の城下絵図（以

下、他の城下絵図）・地籍絵図・地番図を指標として以下

のように６段階に分類した。まず、地籍絵図を根拠として、

地籍絵図に描かれているものと、描かれていないが他の城

下絵図には描かれているものに分類した。前者においては

1770年城下絵図の水路を町割や地割を照合することにより

地籍絵図上で特定することが可能である。ただし、町人地

などの1770年城下絵図に地割が描かれていない場所の街

区内水路に関しては1770年時点と明治時代時点で水路位

置が変更している可能性があるが、明治時代時点の水路位

置を採用した。そのうえで、第一に、地番図上に水路が描

かれているものは、地積絵図と地番図上の水路位置を町割

や地割を頼りに照合することで1770年時点の正確な水路

位置を把握できると考えられるため、正確な位置を復元で

きたものと捉えた。第二に、地番図上に水路が描かれてい

ないもののうち、地割を照合することで、地籍絵図に描か

れた水路の位置を地番図上に追うことが可能なものは、お

およそ正確な位置を復元できたものと捉えた。第三に、地

番図上に水路が描かれていないもののうち、地籍絵図及び

城下絵図と地番図で地割が変化しているものは、正確な位

置を特定することが不可能であり、他の復元水路と繋げて

推定で位置の復元を行った。後者においては、第一に、地

番図上に水路が描かれているものは、正確な位置を特定す

ることが不可能であるため、位置を推察した。第二に、地

番図上に水路が描かれていないもののうち、地割を照合す

ることで、城下絵図に描かれた水路の位置を地番図上に追

うことが可能なものは、正確な位置を特定することが不可

能であるため、位置を推察した。第三に、地番図上に水路

が描かれていないもののうち、地籍絵図及び城下絵図と現

代の地番図で地割が変化しているものは、正確な位置を特
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定することが不可能であり、他の復元水路と繋げて推定で

位置の復元を行った。以上に述べた両精度が高い水路から

順を追ってArcGIS上で描画を行うことで、1770年時点に

存在したと考えられる流路の復元を行った。

２章　藩政期における伝統的水系構造の把握

　本章では、第一に、１章で復元した1770年時点に存在

した城下域全体の水路網を基盤として、藩政期における水

系構造を把握する。把握に際しては、城下域全体を６つの

地区に分け、流水方向が記載された古地図(10) や微地形 (11)

との比較から流水方向を考察し、配水される地区の土地利

用や、水系上の庭園の立地などを詳細に把握する。第二に、

各地区の記述に基づき、城下域全体の取排水系統を把握す

る。また、各系統が配水する地域における土地利用の特徴

を考察する。第三に、城下域全体の水系における特徴的な

実態を把握する。

2-1　城下域における地区ごとの水系構造の記述（図2-1）

1) 上肴町周辺

　城郭の南側に位置する街道沿いの町人地である上肴町と

その周辺では、主に地表を流れる澤田堰と、北側の武家地

からの竹管を通じた地下配水の二系統により取水が行われ

ている。このうち澤田堰は元来、百間堀への取水を目的と

して計画された 13) ものであり、同時に周辺からの排水とし

ての機能も担っていた。南の八日町より流れ込み上肴町と

坂ノ上の間で分水され、再び集水し内川へ排水される。こ

の中で、豊饒稲荷神社周辺や1770年以降に付け加えられ

た家老屋敷別邸の庭園への配水が行われている。また、北

部では武家屋敷内を通り、百間堀と接続する水路が確認さ

れている。(12) 

2) 外堀堰周辺

　外堀堰は、大道堰から取水した水を城下の北側全域へ回

すための最も主要な堰であり、安国寺の北部の開渠 (13) 及

び萬年橋口での底樋 (14) の二地点を通して取水される。こ

の中で、一部が武家地である家中新町へ分水され、溜め池

で集水される。溜め池から北の新参田んぼへ流れる堰は灌

漑用水の機能を持ち、その後、南北に分流し内川と大道堰

に排水される。この分水地点となる龍覚寺は微高地に立地

しており、寺が分水嶺となっている。(15)

3) 七日町周辺

　七日町は城下域の最南部、内川の東に位置する町人地で

あり、1770年時点では２つの系統により取水されていた。

第一に、城下町の南に広がる田んぼを通した排水である。(16)

これは常念寺周辺への配水を通じて計４つの寺社地を経由

している。第二に、北東の武家地からの排水路である。こ

こには、主に雨水と生活排水が流されていた。

4) 三日町周辺

　三日町は内川を挟んで、城郭の東に位置する町人地であ

り、藩政期は大名行列も往来する中心地であった。地表の

水路は主に排水路として利用され、寺社地を経由して、内

川へ排水されるように引かれている。

5) 荒町周辺

　荒町は、城下の北東に位置する町人地である。1770年時

点では地表を流れる水路が確認されるが、堰からの水では

なく、山王日枝神社の溜め池の湧水を水源としている。(17)

この水路は４つの寺社地を経由している。水源となってい

る日枝神社や、北部の六軒小路は地下水質が良く、荒町と

比べ標高が高い。(18) 

6) 内堀・外堀周辺

　外堀の取水は２つの系統が確認されている。ひとつは暗

渠を通じたものであり、外堀堰から御用屋敷を経由して外

堀へ流れ込む。御用屋敷は江戸時代中期まで巡検使の宿で

あった。この時、屋敷内には庭園は存在しなかったが、排

水として堰が流れ込み外堀へ排水されていた。その後、文

政元年に酒井家が移り住み庭園を築いた。その際に、既存

の堰とは別に庭園へ水を引き込む堰が新たに大山街道から

引かれた。(19) もうひとつは、上肴町において澤田堰から

取水されて百間堀を通じて流れ込むものである。13) これら

は全て、外堀北東より暗渠となり溜め池へ排水される。(20)

　内堀はこれらの系統との関係が確認されておらず、取水

系統は明らかになっていない。

2-2　城下域全体の取排水系統の把握 (図 2-2)

　以上の６地区の考察により、城下域を流れる主要な取排

水系統の実態を把握することができた。大きく分けて３つ

の系統が存在し、それらが複合的に構成されていることが

分かる。第一に、青龍寺川から分水し、これに沿って北上

する大道堰から取水する系統である。これは、２地点の取

水口で外堀堰に流入し、主に城中心の高級武家地を通り、

内川と大道堰に排水される。排水に加え、堀への取水源、

灌漑用水としても利用されており、城下北部の主要な水源

であった。第二に、大道堰同様、青龍寺川の分水堰である

澤田堰からの取排水系統である。これは、南の八日町より

流れ込み上肴町と坂ノ上の間で分流され、豊饒稲荷神社の

北部で集水した後、内川へ排水される。この中で、百間堀

への取水が行われており、外堀で大道堰からの用水と合流

する。第三に、内川より東の範囲における城下域外南部の

田んぼを経由した排水である。これは常念寺の南から流れ、

寺の敷地周囲の堰を経由して内川へ排水される。この中で、

４つの寺社周囲へ配水がなされている。また、この他に、

町人地において明確な取水を行っていない排水路が多数存

在し、生活排水や雨水、池からの水が流されていて、全て

内川へ排水される。

　このように、城下全域で共通して排水を目的とした水路

網が形成されている。城郭と武家地が立地する内川より西

においては、大道堰、澤田堰からの堀への取水や灌漑用水

への配水が確認された。一方、町人地が多くを占める内川

より東では、南の田んぼからの堰を取水源としており、系

統ごとに配水を行う土地利用に明確な違いが確認された。

2-3　城下域全体の水系における特徴的実態の把握 (図

2-2)

　上述した系統について、城下域全体の水系における特徴
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図 2-1　６つの地区の水系構造

武家地
町人地
寺社地
考察対象の堀・溜め池・河川

考察対象外の堀・溜め池・河川

考察対象の河川・堰
考察対象の暗渠・地下の竹管

考察対象外の河川・堰
考察対象外の暗渠・地下の竹管
一般道
1mメッシュ等高線
井戸

街道

下
図
凡
例

澤田堰 排水溝
防火用水 対象水路の取水・利用方法

井戸組合

ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
凡
例

対象水路の排水方法内川へ排水

暗渠・竹管内の流れ

開渠の流れ

暗渠化する箇所・流路の拠点

龍覚寺
堰の分水
箇所に隣接

特記箇所・流路の拠点などの特徴

特記すべき箇所

暗渠化 その他明記すべき点

庭園から暗渠を通じ外堀へ
御用屋敷（旧藩主邸）

堰の集水箇所である
御茶屋

庭園の取水のため
大山街道に沿う新堰を引いた

園地へ引き込む新堰 内堀
外堀からの取水がなく独立

百間堀

溜め池

暗渠化
暗渠化

暗渠化

内川へ排水

堀からの排水

排水

大道堰からの配水 排水溝
外堀の取水

内川

0 50 250m

N

溜め池

周辺地下水の水質は良い
山王日枝神社・六軒小路

日枝神社からの排水路

排水溝
内川へ排水

寺周囲の配水
社人蓮池

日枝神社
龍覚寺

大修院
大昌寺（屋敷）

大昌寺
林泉寺

0 50 250m

N

田

町人地・武家地の排水溝

内川へ排水

寺周囲の配水

寺周囲の配水

0 50 250 m

N田

田を通じた配水

排水溝

町人地・武家地の排水溝

排水溝

明伝寺

龍蔵寺本住寺
常念寺

寺周囲の配水

内川へ排水

0 50 250m

N

城郭

溜め池

安国寺
外堀堰への
取水口①

萬年橋口
外堀堰への取水口②

新参田んぼへの配水
灌漑用水として
多量の水を確保

龍覚寺
堰の分水箇所に隣接

大道堰へ排水

内川へ排水

大道堰からの配水 排水溝
外堀の取水
田の灌漑用水

新参田んぼ

田

0 100 500m

N

分水箇所分水箇所

田

大督寺

上肴町

坂の上

家中新町

七日町

分水箇所

豊饒稲荷神社

家老屋敷別邸
澤田堰

排水溝
百間堀の取水

百間堀

取水

内川

内川へ排水

竹管による地下配水
飲用水
防火用水

0 50 250m

N

(2) 外堀堰周辺

(3) 七日町周辺

(1) 上肴町周辺

(5) 荒町周辺

(4) 三日町周辺

(6) 外堀・内堀周辺

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

- 309 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.51 No.3 2016年 10月
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.51 No.3, October, 2016

 

的な実態を把握する。

　第一に、外堀への取水経路や主要な堰同士の接続の暗渠

化である。外堀への取水は御用屋敷内の庭園を経由させて

おり、庭園への取水部分、庭園から外堀への取水部分に暗

渠が確認される。同様に外堀からの排水は城下北東の溜め

池へ暗渠で流れ込む。また、大道堰から外堀堰への取水で

は底樋を用いて取水経路を暗渠化している。このように、

城下域の水系を把握する上で重要な接続箇所で暗渠が使わ

れている。第二に、水路が引かれる寺社地の立地である。

堰や水路は、その水源に関係なく、寺社地に引かれている。

同時に、寺社地は水路の分水、集水地点にもなっていた。

豊穣稲荷神社は澤田堰の集水地点であり、龍覚寺は新参田

んぼを通った堰の分水地点に近接している。また、山王日

枝神社は、取水地点となっている。

３章　伝統的水系構造と景観構成の関係性の考察

　本章では、第一に、下水道台帳を用いて、水路上の見通

しと目標物を特定する。また、橋上からの山の眺望など、

水系上に確認される借景の分布と、その対象山を把握する。

第二に、城下中心部に位置する堀や、２章で明らかにした

水系の特徴をもつ取水・分水・集水地点を、水系構造の骨

格として定義する。また、水系上の山当て景観と借景の分

布実態を把握し、水系構造の骨格との位置的関係を分析す

る。さらに、取排水系統の違いによる分布の差異を分析す

る。

3-1 基盤地図を用いた目標物とそれらへの見通し街路の特

定

　既往研究 6) では、地籍図を基盤として明治中期頃の市街

地構成を復元し、街路上の見通しや目標物を特定した。し

かし、本研究で対象とした鶴岡では、正確な座標を持つ地

籍図が整備されておらず、既往研究 6) と同等の精度で復元

を行うことができなかった。また、1章で述べた通り、本

研究における水系復元の精度は水路ごとに異なっており、

特に、街路に沿わない水路については、流路を推察したも

のが多く含まれている。さらに、水路位置を正確に把握で

きたものについても、藩政期における水路幅が特定できな

かったため、水路の中心線を把握することができない。そ

こで本研究では、水路上の見通しと目標物の特定に、下水

道台帳を用い、水路沿いの街路を対象として調査を行うこ

ととする。下水道台帳では、昭和57年における街路構成

が示されているため、藩政期の城下絵図と比較して、近代

以降に街路の線形に変更のない水路沿いの街路のみを対象

とし、拡幅などにより線形が変更した水路沿いの街路は本

研究の対象とはしない。しかし、城下中心部に位置する堀

や、取水・分水・集水地点に接続する水路の多くは、近代

以降、線形に変更のない街路沿いに位置しているため、水

系構造の骨格との位置的関係について分析することが可能

である。尚、水路の中心線と水路沿いの街路の中心線の位

置は異なっており、ライン間角度の数値に誤差が生じるが、

図 2-2　城下域の水系構造と景観構成

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 100 500m

N

凡例

澤田堰 排水溝
百間堀の取水 流路系統ごとの取水・利用方法

暗渠の流れ
開渠の流れ

暗渠化する箇所・流路の拠点
分水・集水・合流箇所

田んぼ田

一般道
街道

武家地
町人地

百姓地
寺社地

澤田堰
大道堰
南の田んぼからの排水路
排水路

鳥海山へ鳥海山へ 対象山

軸型
ずれ型

借景・眺望

ゆらぎ型（正面）
ゆらぎ型（ずれ）

青龍寺川

外堀堰

百間堀

溜め池

内堀

外堀

内川

a3

a2

a6

a8

a5
a1

a4

a7

a9

a3

a2

a6

a8

a5
a1

a4

a7

a9

荒倉山へ荒倉山へ

458.3458.3
金
峯
山
へ

金
峯
山
へ

307307
荒倉山へ荒倉山へ
307307

458.3
458.3金
峯
山
へ

金
峯
山
へ

458.3
458.3金
峯
山
へ

金
峯
山
へ

458.3
458.3金
峯
山
へ

金
峯
山
へ

458.3
458.3金
峯
山
へ

金
峯
山
へ

458.3
458.3金
峯
山
へ

金
峯
山
へ

2229.1
2229.1鳥
海
山
へ

鳥
海
山
へ

2229.1
2229.1鳥
海
山
へ

鳥
海
山
へ

2229.1
2229.1鳥
海
山
へ

鳥
海
山
へ

2229.1
2229.1鳥
海
山
へ

鳥
海
山
へ

2229.1
2229.1鳥
海
山
へ

鳥
海
山
へ

751.2751.2
母
狩
山
へ

母
狩
山
へ

458.3
458.3金
峯
山
へ

金
峯
山
へ

458.3
458.3金
峯
山
へ

金
峯
山
へ

751.2
751.2母
狩
山
へ

母
狩
山
へ

田を通じた排水

排水溝

排水

排水溝

外堀堰

大道堰からの配水
排水溝
外堀の取水
田の灌漑用水

澤田堰
排水溝
百間堀の取水

禅龍寺

大督寺

安国寺

常念寺

山王日枝神社

田

田
田

田

田

新参田んぼ

田

田

田

分水

分水
家老屋敷別邸庭園
分水地点に近接する
立地で庭園に
堰を引き込む

豊饒稲荷神社
堰の集水地点

庭園を経由して
暗渠で外堀へ取水

御用屋敷庭園

集水箇所
かつ分水箇所

溜め池

龍覚寺
堰の分水地点
に近接

取水

取水
取水

排水

- 310 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画論文集 Vol.51 No.3 2016年 10月
Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.51 No.3, October, 2016

 

本研究では、この誤差は加味しないものとする。

　ここでは、以下のような用語とその定義を用いて、見通

し街路と目標物の特定を行う。

1)街路中心線：下水道台帳の街路データを用いて、街路の

屈曲ごとに分割して描画した中心線。

2)目標ライン：目標物から遠い各街路中心線の端点と目標

物を結んだ線。

3)街路中心視点場ライン：街路中心線と目標ラインのライ

ン間角度を測定し、絶対値が5°未満 (21) で目標物を見通

す街路中心線。

4)始点〈s〉：同一の目標物に対する連続した街路中心視点

場ラインの始点。

5)終点〈e〉：同一の目標物に対する連続した街路中心視点

場ラインの終点。

6)見通し街路：始点〈s〉から終点〈e〉までの街路中心線

で、連続して同一の目標物を見通すことのできる街路。

7)正面に見通す：ライン間角度の絶対値が1°未満注 (22)

で目標物を見通す街路中心視点場ライン。

8)ずれて見通す：ライン間角度の絶対値が1°以上5°未

満で目標物を見通す街路中心視点場ライン。

9)軸型見通し街路（以下、「軸型」）：始点〈s〉から終点〈e〉

まで目標物を正面に見通す見通し街路。街路中心視点場ラ

インの合計距離が50m以上 (23) の街路のみとする。

10)ずれ型見通し街路（以下、「ずれ型」）：始点〈s〉から

終点〈e〉まで目標物をずれて見通す見通し街路。

11)ゆらぎ型見通し街路（以下、「ゆらぎ型」）：始点〈s〉

から終点〈e〉の中に、目標物を正面に見通す街路中心視

点場ラインとずれて見通す街路中心視点場ラインが混在し

ている見通し街路。また、始点〈s〉から終点〈e〉まで目

標物を正面に見通す見通し街路の内、街路中心視点場ライ

ンの合計距離が50m未満の街路。

12)曲折眺望型見通し街路（以下、「曲折眺望型」）：鍵型街

路場で一つ目のクランクを曲がった先、もしくは二つ目の

クランクを曲がった先に位置する街路中心視点場ライン。

以上の用語に従い、鶴岡の全街路中心線と全目標物に対し

て測定を行った。

3-2 対象山の特定と山の持つ宗教的性格の把握

　目標物は鳥海山山頂、金峯山山頂、母狩山山頂、高館山

山頂、荒倉山山頂の計五つであった。特定された5つの対

象山の特徴を以下に述べる。

(1) 鳥海山

　城下の北東に位置する、山頂（標高2229.1m）の明確な

山である。古来より山岳信仰の対象であり、温和で崇高な

感銘を与える月山に対して物怪を忌む恐ろしい神と畏怖さ

れていた。平安時代に入ると、真言宗派の修験の場として

全国的に知られるようになった。15)

(2) 金峯山

　城下の南に位置する、山頂（標高458.3m）の明確な山で

ある。母狩山・摩耶山とともに中世からの金峯信仰の霊地

であり、「金峯三山」の一つである。1)

(3) 母狩山

　城下の南に位置する、山頂（標高751.2m）の明確な山で

ある。「金峯三山」の一つである。1)

(4) 高館山

　城下の北西に位置する、標高273.3mのなだらかな山容

の山である。戦国期に物見の館を置いたことから、この山

名がつけられた。1)

(5) 荒倉山

　城下の西に位置する、標高307.0mのなだらかな山容の

山である。700年代創立の荒倉神社があり、かつては多く

の宿坊を抱え、羽黒山に対して西羽黒と呼ばれた。1)

3-3 水系上に確認される山当て景観と借景の分布実態 (図

2-2)

　３本の軸型と４本のゆらぎ型、18本のずれ型が確認され

た。軸型、ゆらぎ型の山当て景観のうち、山岳信仰の対象

山である金峯山と鳥海山を対象としているものは、それぞ

れ4本、3本であった。また、４地点で借景が確認されるが、

これらは全て金峯山・鳥海山を取り込むものであった。

　これらの特徴として、まず大道堰や外堀堰、澤田堰、内

堀など、主に内川の西側に位置する城下町の主要な堰や堀

沿いの街路の軸線上から顕著に山を見通していることが挙

げられる。内堀のa7は北に鳥海山、南に金峯山を結ぶ軸

上に重なっている。また、内堀では、北西部に配置された

屋敷の縁側から堀の軸上に南の金峯山を見通している。(24)

上級武家地のa1は枡形から外堀堰の軸上に金峯山を見通

す。a3は酒井家御用屋敷への取水口であり同じく金峯山を

見通す。a2は取水口であり萬年橋口の枡形から南に母狩

山を見通す。a5は外堀堰上から、a6はこの外堀堰の分水

地点から荒倉山を見通す。澤田堰の集水地点のa4からは、

金峯山を見通す。また、内川には、大手道に接続する三雪

橋が掛っており、ここからは、内川の軸上に北の鳥海山を

正面に見通す。さらに南には、金峯山と母狩山の二つの山

を同時に見通すことが出来る。内川より東側においては、

a8、a9の二本のみ鳥海山を正面に見通している。

　また、取水・分水・集水地点に配置された社寺仏閣、後

に付加される庭園において、借景・山当て景観が顕著に確

認されることが挙げられる。分水地点となる龍覚寺、豊穣

稲荷神社の参道上では、鳥居を越えて金峯山を見通す。同

じく分水地点に配置された家老屋敷別邸の庭園では、南の

金峯山、母狩山の借景が確認されている。(25) 外堀への取

水経路となる御用屋敷の庭園は、庭園としては珍しく北向

きとなっており、鳥海山の借景が確認されている。

3-4　小結（図3-1）

　以上のことから、藩政期における伝統的水系構造と山当

て景観や借景など景観構成の関係性を考察する。

　第一に、大道堰や外堀堰、澤田堰、外堀、内堀、内川な

ど城下町の骨格となる堰や堀の軸線上には、山当て景観が

顕著に確認される。これらは、内川より西の範囲に集中し

ており、堀への取水や田んぼへの灌漑のために計画された

水系である。一方、内川より東には南部の田んぼを経由し
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た排水が流れ込む水路や町人地を通る水路沿いの山当て景

観は、西側に比べて少数しか確認されない。第二に、分水

地点に配置された寺領や家老屋敷別邸、集水地点に配置さ

れた神社、堀への取水地点に位置する御用屋敷など、水系

の取水・分水・集水地点に配置された社寺仏閣、庭園にお

いては、山岳信仰の対象山への借景・山当て景観が確認さ

れる。

４章　まとめ

　本研究では、まず、江戸時代の絵図や明治地籍絵図など

の古地図や現代の地番図を用いて、GIS上に1770年時点で

の城下域の流路を復元した。次に、1770年の復元図を基盤

とし、以降に付け加えられた３つの庭園を考慮した藩政期

の水系について、取排水系統と水系の特徴を把握し、伝統

的水系構造を解明した。最後に、水系上に確認される山当

て景観や借景の分布実態を把握し、水系構造との関係を考

察した。その結果、以下の三点が明らかになった。

　第一に、藩政期の城下域の主要な取排水系統は大道堰、

澤田堰、南の田んぼからの堰の３系統であった。城郭と武

家地が立地する内川より西においては、大道堰、澤田堰か

らの堀への取水や灌漑用水への配水が確認された。一方、

町人地が多くを占める内川より東では、南の田んぼからの

堰を取水源としており、系統ごとに配水を行う土地利用に

明確な違いが確認された。

　第二に、水路の分流地点や、堰同士の接続地点、城郭内

の堀への取水口など、取水・分水・集水地点には、庭園や

寺社地の配置、底樋などによる暗渠化が確認された。

　第三に、大道堰や外堀堰、澤田堰、外堀、内堀、内川な

ど、城下町の骨格となる堰や堀沿いの街路軸線上や、取水・

分水・集水地点において、山当て景観や借景などが顕著に

確認された。

【補注】

(1)参考文献1),2),6)において、同様に指摘されている。

(2)明和７(1770)年「羽州庄内鶴岡城下絵図」

(3)文政7(1824)年「羽州庄内鶴ヶ岡絵図」

(4)文政12(1829)年「鶴岡城下絵図」（鶴岡市郷土資料館蔵）

(5)天保12(1841)年「鶴城下絵図」（鶴岡市郷土資料館蔵）

(6)嘉永５(1852)年「出羽鶴岡城下絵図」

(7)安政年間(1854-60)「鶴岡城下絵図」（鶴岡市郷土資料館蔵）

(8)城下絵図はすべて、町割の記載はあるが、地割については武家地

寺社地のみで記載されており、町人地には記載されていない。

(9)鶴岡市郷土資料館資料整理専門員ヒアリング（2015年 9月29日）

(10)大正3(1914)年「非常用水路図」

（11）微地形は、国土地理院の基盤地図情報数値標高モデルから取得し、

ArcGISにより、1mメッシュで取り出した。

(12)参考文献 13)及び、文政２(1819)年「鶴岡城下絵図」、文政

7(1824)年「羽州庄内鶴ヶ岡絵図」参照

(13)明和７(1770)年「羽州庄内鶴岡城下絵図」参照

(14)参考文献13)及び、「御普請方控え」（鶴岡市立図書館蔵）

(15)大正3(1914)年「非常用水路図」の矢印から特定した。

(16)常念寺住職ヒアリング（2015年 10月2日）

(17)山王商店街 三谷時計店 店主ヒアリング（2015年 10月15日）「荒

町井戸組合規約」参照

(18)同上のヒアリング参照

(19)「酒井家世紀　七、八合本」参照

(20)「御普請方控」参照

(21)既往研究6)で述べたように、町人地の詳細な分析で特定された

ずれ型のライン間角度最大値4.704°を参考に、5°未満とすることで、

街路上からの軸的な見通しのみを分析の対象とする。

(22)既往研究6)で述べたように、軸型、ゆらぎ型の見通し街路にお

いて、正面に見通す部分は、ライン間角度が1.0°以下であったこと

から、ライン間角度1.0°を基準に、1.0°未満を正面に見通す見通し

街路、1.0°以上5.0°未満をずれて見通す見通し街路として分類する。

（23)既往研究6)で述べたように、非直線見通し街路で湾曲が急な場

合、s-e間距離が短く、始点〈s〉から終点〈e〉まで目標物がずれる

ことなく正面に見通される街路も存在する。しかし、これらにおいて

も、移動する際、正面の範囲内で目標物位置が大きく変化して見通さ

れるため、ゆらぎ型に分類した。このことから、s-e 間距離50m を基

準に、50m 以上を軸型、50m未満をゆらぎ型として、分類する。

（26)御城絵図参照

(25)新茶屋（旧家老屋敷庭園）のパンフレットを参照
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